
【参考資料】 

令和５年第２回奥州市議会定例会 

条例議案 新旧対照表 

議案第１号 奥州市税条例の一部を改正する条例 

議案第２号 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例等の一部を改正する条例 

 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例（第１条関係） 

 奥州市ひとり親家庭等医療費給付条例（第２条関係） 

 奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例（第３条関係） 

議案第３号 国見平スキー場条例の一部を改正する条例 

議案第４号 奥州市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基

づく準則を定める条例の一部を改正する条例 

議案第５号 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び奥州市特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例 

 奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（第１条関係） 

 奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条

例（第２条関係） 

議案第６号 奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

議案第７号 奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例  
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奥州市税条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

第34条の９ 略 第34条の９ 略 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額がある

ときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定める

ところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該控除

することができなかった金額のうち法第314条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により当該

納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税、個人の市民税

若しくは森林環境税を納付し、若しくは納入し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し、

若しくは納入する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額がある

ときは、当該控除することができなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定める

ところにより、同項の納税義務者に対しその控除することができなかった金額を還付し、又は当該納税

義務者の同項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税若しくは市民税に充

当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。 

３ 略 ３ 略 

  

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第36条の３の２ 略 第36条の３の２ 略 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由して提出する場合におい

て、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該給与支払者を経由して提出した前項又は

法第317条の３の２第１項の規定による申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告

書を当該給与支払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申告書）

に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるところにより、前項又は法第317

条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317

条の３の２第１項の規定による申告書を提出することができる。 

 

３ 第１項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有す

るものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、第１項又

は法第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前

日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申

告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

２ 前項又は法第317条の３の２第１項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有する

ものは、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、前項又は法

第317条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日ま

でに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、市長に提出しなければならない。 

４ 第１項及び前項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者

に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

３ 前２項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理さ

れたときは、その申告書は、その受理された日に市長に提出されたものとみなす。 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条

の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項において同じ。）により提供することができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が令第48条

の９の７の２において準用する令第８条の２の２に規定する要件を満たす場合には、施行規則で定める

ところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電

磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則

で定めるものをいう。次条第４項及び第53条の９第３項において同じ。）により提供することができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第４項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるの

は「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供

を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるの

は「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供

を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

  

（個人の市民税の徴収の方法等） （個人の市民税の徴収の方法） 
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改 正 後 現   行 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又は第53条の５の規定により特別徴収

の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法により徴収する。 

第38条 個人の市民税は、第44条、第47条の２第１項、第47条の５又は第53条の５の規定によって特別徴

収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。 

２ 略 ２ 略 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて賦課し、及び徴収す

る。 

 

  

（個人の市民税の納税通知書） （個人の市民税の納税通知書） 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額、個人

の県民税額及び森林環境税額の合算額（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定により徴収する場合

にあっては特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に相当する税額）を前条第１項の納期

（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定により徴収する場合にあっては特別徴収の方法により徴収

されないこととなった日以後に到来する納期）の数で除して得た額とする。 

第41条 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は、当該年度分の個人の市民税額及び県

民税額の合算額（第47条第１項又は第47条の６第１項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収

の方法によって徴収されないこととなった金額に相当する税額）を前条第１項の納期（第47条第１項又

は第47条の６第１項の規定によって徴収する場合にあっては特別徴収の方法によって徴収されないこと

となった日以後に到来する納期）の数で除して得た額とする。 

  

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者

であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者（次に掲げる者のうち特別徴収の方法により徴

収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。）

である場合には、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課

徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第５項において同じ。）の合算額を特別徴収の方法により徴

収する。 

第44条 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者

であり、かつ、同日において給与の支払を受けている者（次に掲げる者のうち特別徴収の方法によって

徴収することが著しく困難であると認められるものを除く。以下この条において「給与所得者」という。）

である場合においては、当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を特

別徴収の方法によって徴収する。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には、

当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得

に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし、第36条の２

第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載が

あるときは、この限りでない。 

２ 前項の納税義務者について、当該納税義務者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合におい

ては、当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべ

き給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。ただし、

第36条の２第１項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴収された

い旨の記載があるときは、この限りでない。 

３ 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収

することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は

一部を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与

所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することと

されたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特別徴収

の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額の

全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって

徴収することとなった後において、当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額の全部

又は一部を特別徴収の方法によって徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当

該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収する

こととされたい旨の申出があった場合でその事情がやむを得ないと認められるときは、市長は、当該特

別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収してい

ない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

４ 略 ４ 略 

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月30日

までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の

支払をする者となった者（所得税法第183条の規定により給与の支払をする際、所得税を徴収して納付す

５ 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の４月30日

までの間において異動を生じた場合において、当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の

支払をする者となった者（所得税法第183条の規定によって給与の支払をする際、所得税を徴収して納付
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る義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異動により従前の給与の支払をす

る者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日（その支払を受けなくなった日が翌年

の４月中である場合には、同月30日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべ

き前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方法により徴収された金額

があるときは、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは、

当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４月中にあった場

合において、特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。 

する義務がある者に限る。以下この項において同じ。）を通じて、当該異動によって従前の給与の支払

をする者から給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月の10日（その支払を受けなくなった日が

翌年の４月中である場合には、同月30日）までに、第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収さ

れるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（既に特別徴収の方法によって徴収さ

れた金額があるときは、当該金額を控除した金額）を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の申出を

したときは、当該合算額を特別徴収の方法によって徴収するものとする。ただし、当該申出が翌年の４

月中にあった場合において、特別徴収の方法によって徴収することが困難であると市長が認めるときは、

この限りでない。 

６ 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の６月１

日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の属

する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出があっ

た場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月30日までの間において給与の支払を受けないこと

となった場合には、その者に対してその年の５月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で

当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに当該

給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支払わ

れた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額）を特別徴収の方法により徴収する。 

６ 特別徴収の方法によって個人の市民税を徴収される納税義務者が、当該年度の初日の属する年の６月

１日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり、かつ、その事由が発生した日の

属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によって徴収されたい旨の当該納税義務者からの申出が

あった場合及び当該納税義務者が翌年の１月１日から４月30日までの間において給与の支払を受けない

こととなった場合には、その者に対してその年の５月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当

等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、当該月割額の全額（同日までに

当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなったときにあっては、同日までに支

払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額）を特別徴収の方法によって徴収す

る。 

  

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） （給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額

を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴収されないこと

となった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来

する第40条第１項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期が

ない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。 

第47条 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特別徴収税額

を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収さ

れないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後

において到来する第40条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後

に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第321条の６第１項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納

税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から

徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない

場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、

法第17条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項

及び第７項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者

の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

２ 法第321条の６第１項の通知によって変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の

納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者か

ら徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がな

い場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額

は、法第17条の２の規定によって当該納税者の未納に係る徴収金に充当する。 

  

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） （公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収） 

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払

を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付を

いう。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収の方法により徴収

することが著しく困難であると認められる者として次に掲げる者を除く。以下この節において「特別徴

収対象年金所得者」という。）である場合には、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係

第47条の２ 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払

を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第321条の７の２第１項の老齢等年金給付を

いう。以下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収の方法によって徴

収することが著しく困難であると認められる者として次に掲げる者を除く。以下この節において「特別

徴収対象年金所得者」という。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る
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る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第47条の

５において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第44条第１項の規定により特別徴収の

方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第47条の５にお

いて同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。）

を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から

当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。 

所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第44条第１項の規定によ

り特別徴収の方法によって徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この

条及び第47条の５において同じ。）の２分の１に相当する額（以下この節において「年金所得に係る特

別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の10月１日から翌年の３月31日までの間に支払わ

れる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収する。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を

受けないこととなると認められる者 

(2) 特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払

を受けないこととなると認められる者 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を

控除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。 

２ 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前

年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を

控除した額を第40条第１項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の９月30日までの間に到

来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収する。 

  

（年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） （年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ） 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第321条の７の８第３項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなった金額に

相当する税額は、その特別徴収の方法により徴収されないこととなった日以後において到来する第40条

第１項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場

合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。 

第47条の６ 法第321条の７の７第１項又は第３項（これらの規定を法第321条の７の８第３項において読

み替えて準用する場合を含む。）の規定により特別徴収の方法によって徴収されないこととなった金額

に相当する税額は、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第

40条第１項の納期がある場合においてはそのそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納

期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴

収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収

すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年金

所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別徴

収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２の

２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規

定を適用することができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得

者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。 

２ 法第321条の７の７第３項（法第321条の７の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）の

規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法によって

徴収されないこととなった特別徴収対象年金所得者について、既に特別徴収義務者から市に納入された

年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴

収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合（徴収すべき年

金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。）において当該特別

徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の２

の規定によって当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金に充当する。 

  

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台について、当該各号に定める

額とする。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は、１台について、当該各号に定める

額とする。 

(1) 原動機付自転車 (1) 原動機付自転車 

ア～ウ 略 ア～ウ 略 

エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有するものにあっては、その輪距 エ ３輪以上のもの（車室を備えず、かつ、輪距（２以上の輪距を有するものにあっては、その輪距
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のうち最大のもの）が0.5メートル以下であるもの、側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、

輪距が0.5メートル以下の３輪のもの及び道路運送車両の保安基準（昭和26年運輸省令第67号）第１

条第１項第13号の６に規定する特定小型原動機付自転車を除く。）で、総排気量が0.02リットルを

超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円 

のうち最大のもの）が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、か

つ、輪距が0.5メートル以下の３輪のものを除く。）で、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は

定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円 

(2)・(3) 略 (2)・(3) 略 

  

附 則 附 則 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の２ 略 第15条の２ 略 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、

これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同項の不足額に、

これに100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

  

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 略 第16条の２ 略 

２ 略 ２ 略 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これ

に100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これ

に100分の10の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。 
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（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

 (4) 未就学児 出生の日から６歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者をいう。 

 (5) 小中学生 ６歳に達する日以後の最初の４月１日から、15歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある者をいう。 

 (6) 高校生等 15歳に達する日以後の最初の４月１日から、18歳に達する日以後の最初の３月31日まで

の間にある者をいう。 

(4)～(10) 略 (7)～(13) 略 

  

（給付の方法） （給付の方法） 

第10条 略 第10条 略 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、受給者

負担額に相当する額を当該受給者等に給付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、第５条

の規定による額を当該受給者等に給付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、受給者のうち子ども又は妊産婦が医療機関等で医療を受けた場

合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、受給者負担額に相当する額をその者又はその保護者

に代わり当該医療機関等に支払うことができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、受給者のうち未就学児、小中学生又は妊産婦が医療機関等で医

療を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、第５条の規定による額をその者又はそ

の保護者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。 

４ 略 ４ 略 
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（給付の額） （給付の額） 

第６条 給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書（訪問看護療養費明細

書を含む。）又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法

令等の規定により受給者が負担すべき額から、次に掲げる額を控除した額（以下「受給者負担額」とい

う。）とする。 

第６条 給付の額は、受給者に係る医療費について、医療機関等の診療報酬明細書（訪問看護療養費明細

書を含む。）又は医療保険各法に定める療養費支給申請書ごとに、医療保険各法その他医療に関する法

令等の規定により受給者が負担すべき額から、入院時食事療養費標準負担額相当額及び生活療養標準負

担額相当額を控除した額（以下「受給者負担額」という。）とする。 

(1) 入院時食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額  

(2) 国又は地方公共団体の負担により給付される額  

(3) 医療保険各法の規定により、同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及

び高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が算定される場合において、高額療養費等

の額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額 

 

(4) 保険者から付加給付される額  

 ２ 受給者負担額は、次に掲げる額を控除して算定するものとする。 

(1) 国又は地方公共団体の負担により給付される額 

(2) 医療保険各法の規定により、同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及

び高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が算定される場合において、高額療養費等

の額を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額 

(3) 保険者から付加給付される額 

  

（給付の方法） （給付の方法） 

第11条 略 第11条 略 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、受給者

負担額に相当する額を当該受給者等に給付するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、第６条

の規定による額を当該受給者等に給付するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、受給者のうち出生の日から18歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある者が医療機関等で医療を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、

受給者負担額に相当する額を受給者等に代わり当該医療機関等に支払うことができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、市長は、受給者のうち出生の日から15歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある者が医療機関等で医療を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、

第６条の規定による額を受給者等に代わり当該医療機関等に支払うことができる。 

４ 略 ４ 略 

 



1/1 

奥州市子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正する条例新旧対照表（第３条関係） 

改 正 後 現   行 

第５条第１項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」を「医療保険各法その他医療に関

する法令等の規定により受給者が負担すべき額から、次に掲げる額を控除した額（以下「受給者負担額」と

いう。）」に改め、同項各号を次のように改める。 

第５条第１項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」を「医療保険各法その他医療に関

する法令等の規定により受給者が負担すべき額から、入院時食事療養費標準負担額相当額及び生活療養標準

負担額相当額を控除した額（以下「受給者負担額」という。）」に改め、同項各号を削る。 

(1) 入院時食事療養標準負担額相当額及び生活療養標準負担額相当額 

(2) 国又は地方公共団体の負担により給付される額 

(3) 医療保険各法の規定により、同一の世帯について一部負担金等を合算することにより高額療養費及び

高額介護合算療養費（以下「高額療養費等」という。）が算定される場合において、高額療養費等の額

を一部負担金等の額に応じて按分することにより算定した額 

(4) 保険者から付加給付される額 

 

 第５条第２項を削る。  

  

   附 則    附 則 

１ 略 １ 略 

 （経過措置）  （経過措置） 

２ 改正後の第５条の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、

なお従前の例による。 

２ 改正後の第５条第１項の規定は、この条例の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療につい

ては、なお従前の例による。 
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国見平スキー場条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（開場時間） （開場時間） 

第５条 スキー場の開場時間は、午前８時30分から午後４時30分までとする。ただし、気象状況等により

スキー場が利用できない状態にあるとき、又は市長が必要と認めるときは、これを変更することができ

る。 

第５条 スキー場の開場時間は、午前９時から午後４時までとする。ただし、気象状況等によりスキー場

が利用できない状態にあるとき、又は市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 

  

別表（第６条、第７条関係） 

区分 １回券 ５時間券 １日券 シーズン券 

大人 400円 3,000円 3,400円 25,000円 

子ども（中学生及び

高校生） 

400円 2,300円 2,600円 15,000円 

子ども（小学生） 400円 1,700円 2,000円 12,000円 
 

別表（第６条、第７条関係） 

区分 １回券 11回券 半日券 １日券 シーズン券 

大人（高校生以上） 200円 2,000円 1,500円 2,700円 15,000円 

子ども（小学生及び

中学生） 

 

200円 2,000円 1,000円 2,000円 6,000円 
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奥州市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合） （区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合） 

第３条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積

に対する割合は、次の表のとおりとする。 

第３条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積

に対する割合は、次の表のとおりとする。 

区域 緑地の面積の敷地面

積に対する割合 

環境施設の面積の敷

地面積に対する割合 

略 略 略 
２ 江刺中核工業団地、江刺フロンティアパーク及び江

刺フロンティアパークⅡのうち、同意基本計画におい

て工場立地特例対象区域として指定された区域 

100分の１以上 100分の１以上 

 

区域 緑地の面積の敷地面

積に対する割合 

環境施設の面積の敷

地面積に対する割合 

略 略 略 
２ 江刺中核工業団地及び江刺フロンティアパークの

うち、同意基本計画において工場立地特例対象区域と

して指定された区域 

100分の１以上 100分の１以上 
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奥州市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第１条関係） 

改 正 後 現   行 

（保育の内容） （保育の内容） 

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第

35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児

の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 

第26条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第

35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児

の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。 
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奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 

改 正 後 現   行 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第６条 略 第６条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）は、利用の申込

みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している

同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、

申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、

基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。）は、利用の申込

みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数が、当該特定教育・

保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する

理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法（第４項において「選考方法」という。）により選考

しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、利用の申込

みに係る法第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利

用している同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利

用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが優先的に利用でき

るよう、選考するものとする。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、利用の申込

みに係る法第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び当該特定教育・保育施設を現

に利用している同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ど

もの総数が、当該特定教育・保育施設の同条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の

程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる教育・保育給付認定子どもが

優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、これらの項に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保育給付認定

保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。 

４ 前２項の特定教育・保育施設は、選考方法をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明示した上で、

選考を行わなければならない。 

５ 略 ５ 略 

  

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第７条 略 第７条 略 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、法第19条第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第３項（同法第73条第１項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。第40条第２項及び第42条第４項第１号において同じ。）の規定により市が行う調整及

び要請に対し、できる限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。）は、法第19条第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る当該特定教

育・保育施設の利用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならな

い。 

  

（受給資格等の確認） （受給資格等の確認） 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育

給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない

場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定によ

る通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条各号に

掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量（法第20条第３項に規

定する保育必要量をいう。）等を確かめるものとする。 

第８条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、必要に応じて、教育・保育

給付認定保護者の提示する支給認定証（教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない

場合にあっては、子ども・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号）第７条第２項の規定によ

る通知）によって、教育・保育給付認定の有無、教育・保育給付認定子どもの該当する法第19条各号に

掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定の有効期間、保育必要量等を確かめるものとす

る。 

  

（特定教育・保育の取扱方針） （特定教育・保育の取扱方針） 
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奥州市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例新旧対照表（第２条関係） 

改 正 後 現   行 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に定めるものに基づき、

小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

第15条 特定教育・保育施設は、次の各号に掲げる施設の区分に応じて、当該各号に定めるものに基づき、

小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定教育・保育の提供を適切に行わなければならない。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25条第１項の規定に基づき文部科

学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

(3) 幼稚園 幼稚園教育要領（学校教育法（昭和22年法律第26号）第25条の規定に基づき文部科学大臣

が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。） 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35条の規定に基

づき保育所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針 

(4) 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省令第63号）第35条の規定に基

づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針 

２ 略 ２ 略 

  

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第35条 略 第35条 略 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係

る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第19条第２号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用保育を提供する場合には、当該特別利用保育に係

る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第４条第２項第３号の規定により定められた法第19条第２号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 略 ３ 略 

  

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第36条 略 第36条 略 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係

る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及び当該特定教

育・保育施設を現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第19条第１号に掲げる小学校就学前

子どもに係る利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により特別利用教育を提供する場合には、当該特別利用教育に係

る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数及び当該特定

教育・保育施設を現に利用している同条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもの総数が、第４条第２項第２号の規定により定められた法第19条第１号に掲げる小学校就学

前子どもに係る利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には

特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３

項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込み

に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第２号

に掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「同条第１号又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子ども」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」とあるのは「同条第１号に

掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第13条第２項中「法第27条第３項第１号に掲げ

る額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別

利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には

特別利用教育を、施設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含むものとして、前款（第６条第３

項及び第７条第２項を除く。）の規定を適用する。この場合において、第６条第２項中「利用の申込み

に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第

２号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもの総数」とあるのは「同号又は同条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子どもの総数」と、「同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と

あるのは「同条第１号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と、第13条第２項中

「法第27条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第28条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準

により算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ(ｱ)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ(ｲ)中「教育・保育給付認定

子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 
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改 正 後 現   行 

  

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第39条 略 第39条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この節において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、教育・保育給付認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子

どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数及び

特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ども

を除く。以下この節において同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第20条第４項の規定による認定に基

づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満３歳未

満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 

３・４ 略 ３・４ 略 

  

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第40条 略 第40条 略 

２ 特定地域型保育事業者は、法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに

係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第３項の規定により市が行う調整及び要請に

対し、できる限り協力しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに

係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第24条第３項（同法附則第73条第１項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。）の規定により市が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなけ

ればならない。 

  

（特定地域型保育の取扱方針） （特定地域型保育の取扱方針） 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき保育

所における保育の内容について内閣総理大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、

小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

第44条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条の規定に基づき保育

所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、

小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。 

  

（利用定員の遵守） （定員の遵守） 

第48条 略 第48条 略 

  

（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第51条 略 第51条 略 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用

地域型保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及

び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規

定により定められた利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用

地域型保育に係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満３歳未満保育認定子ども（次条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項

の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費（法第30条第１項の特例
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改 正 後 現   行 

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この節（第40条

第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条か

ら第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この

場合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子ども」と

あるのは「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未満保育認

定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）」とあるのは「同号又

は同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第１項の規定

により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第19条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同号に掲

げる小学校就学前子ども」とあるのは「同条第３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教育・保育給

付認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められ

る満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序に

より決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公

正な方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあるのは「教育・保育給付認定

保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第29条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」とあるのは

「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13条第４項第３号ア又はイ

に掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

地域型保育給付費をいう。次条第３項において同じ。）を、それぞれ含むものとして、この節（第40条

第２項を除き、前条において準用する第８条から第14条まで（第10条及び第13条を除く。）、第17条か

ら第19条まで及び第23条から第33条までを含む。次条第３項において同じ。）の規定を適用する。この

場合において、第39条第２項中「利用の申込みに係る法第19条第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」

とあるのは「利用の申込みに係る法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満

保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節において同じ。）」とあるのは「法

第19条第１号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（第52条第

１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象とな

る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。）」と、

「法第20条第４項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受

ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽

選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方

針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」と、同

条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第30条第２項第２号の内閣総理大臣が

定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項

中「前３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（第13

条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前各項」とあるの

は「前３項」とする。 

  

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第52条 略 第52条 略 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用

地域型保育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども及

び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・

保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特

別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の総数を超えないもの

とする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、当該特定利用

地域型保育に係る法第19条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの

数及び特定地域型保育事業所を現に利用している同条第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（前条第１項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、当

該特別利用地域型保育の対象となる法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育

給付認定子どもを含む。）の総数が、第37条第２項の規定により定められた利用定員の数を超えないも

のとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものと

して、この節の規定を適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」と

あるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係

る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、「法第29条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法第

30条第２項第３号の市町村が定める額」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とある

のは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型

保育には特定利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものと

して、この節の規定を適用する。この場合において、第43条第１項中「教育・保育給付認定保護者」と

あるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の対象となる法第19条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係

る教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、同条第２項中「法第29条第３項第１号に掲げる額」とあ

るのは「法第30条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項

中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３
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改 正 後 現   行 

「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象となる特定満３歳

以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する満

３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要す

る費用」とする。 

歳以上保育認定子どもに対するもの及び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１項第２号に規定する

満３歳以上保育認定子どもをいう。）に係る第13条第４項第３号ア又はイに掲げるものを除く。）に要

する費用」とする。 
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奥州市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（個人番号の利用） （個人番号の利用） 

第３条 略 第３条 略 

２ 市長は、別表（同表４の項を除く。）の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右

欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定によ

り、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提

供を受けることができる場合は、この限りでない。 

２ 市長は、別表の左欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報

であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワー

クシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる

場合は、この限りでない。 

３・４ 略 ３・４ 略 

  

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

事務 特定個人情報 

略 略 

３ 奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市

規則第140号)に定める医療費の給付に関する事

務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 

４ 生活に困窮する外国人に対する生活保護法

（昭和25年法律第144号）第19条第１項の規定に

準じて行う保護の実施に関する事務 

 

 

事務 特定個人情報 

略 略 

３ 奥州市寡婦医療費給付規則(平成18年奥州市

規則第140号)に定める医療費の給付に関する事

務であって規則で定めるもの 

 

 

 

地方税関係情報であって規則で定めるもの 
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奥州市地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例新旧対照表 

改 正 後 現   行 

（課税免除の適用） （課税免除の適用） 

第２条 同意促進区域内において、当該同意促進区域に係る法第４条第６項の規定による同意基本計画の

同意の日（以下「同意日」という。）から令和７年３月31日までに、法第14条第２項に規定する承認地

域経済牽引事業計画に従って法第２条第１項に規定する地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済

牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省

令（平成19年総務省令第94号）第２条に規定する対象施設（以下「対象施設」という。）を設置した事

業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に限る

ものとし、事務所等に係るものを除く。）又はこれらの敷地である土地（同意日以後に取得したものに

限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該

家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税は、

最初に固定資産税を課すべきこととなる年度分（以下「課税初年度分」という。）以後３箇年度分に限

り、その課税を免除する。 

第２条 同意促進区域内において、当該同意促進区域に係る法第４条第６項の規定による同意基本計画の

同意の日（以下「同意日」という。）から起算して５年以内に、法第14条第２項に規定する承認地域経

済牽引事業計画に従って法第２条第１項に規定する地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引

事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十六条の地方公共団体等を定める省令

（平成19年総務省令第94号）第２条に規定する対象施設（以下「対象施設」という。）を設置した事業

者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物（当該対象施設の用に供する部分に限るも

のとし、事務所等に係るものを除く。）又はこれらの敷地である土地（同意日以後に取得したものに限

り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して１年以内に当該土地を敷地とする当該家

屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。）に対して課する固定資産税は、最

初に固定資産税を課すべきこととなる年度分（以下「課税初年度分」という。）以後３箇年度分に限り、

その課税を免除する。 

 


